
（別記関係団体） 御中

事 務 連 絡
平成28年3月3 1日

厚生労働省保険局医療課

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等の一部改正等について

標記について、 別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、 都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療
主管課（部）長あて通知しましたのでお知らせいたします。
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［別記］

公益社団法人 日本医師会
公益社団法人 日本歯科医師会
公益社団法人 日本薬剤師会
一般社団法人 日本病院会
公主主社団法人 全日本病院協会
公益社団法人 日本精神科病院協会
一般社団法人 日本医療法人協会
公益社団法人全国自治体病院協議会
一般社団法人 日本私立医科大学協会
一般社団法人 日本私立歯科大学協会
一般社団法人 日本病院薬剤師会
公益社団法人 日本看護協会
一般社団法人全国訪問看護事業協会
公益財団法人 日本訪問看護財団
一般社団法人 日本慢性期医療協会
公益社団法人国民健康保険中央会
公益財団法人 日本医療保険事務協会
独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部
国立研究開発法人 国立がん研究センター
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
独立行政法人地域医療機能推進機構
独立行政法人労働者健康福祉機構
健康保険組合連合会
全国健康保険協会
社会保険診療報酬支払基金
各都道府県後期高齢者医療広域連合（47カ所）

財務省主計局給与共済課
文部科学省高等教育局医学教育課
文部科学省初等中等教育局財務課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
総務省自治行政局公務員部福利課
総務省自治財政局地域企業経営企画室
警察庁長官官房給与厚生課
防衛省人事教育局
大臣官房地方課
医政局医療経営支援課
保険局保険課
労働基準局補償課
労働基準局労災管理課

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



保医発 03 3 1第 1号
平成 28年 3月 31日

地 方厚生（支） 局 医 療 課 長
都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

療担規則及び薬担規則並びに療拒基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等の一部改正等について

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平
成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）及び特掲診療料の施
設基準等（平成20年厚生労働省告示第63号）が、平成28年厚生労働省告示第126号及び
第127号をもって改正され、いずれも平成28年4月 1日付で適用されることとされたと
ころですが、その概要は下記のとおりです。
また、掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等の改正に伴い、診療報酬の算定方

法の一部改正に伴う事実上の留意事項について（平成28年 3月4日付け保医発0304第3
号。以下「留意事項通知j という。）を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の
保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

1 

2 

3 

記

掲示事項等告示の一部改正について
セクキヌマブ製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号

ト及び療担基準第20条第 3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができ
る注射薬j として定めたものであること。

特掲診療料の施設基準等の一部改正について
セクキヌマブ製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第九「在宅自己注射指導

管理料、間欺注入シリンジポシプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算
に規定する注射薬Jとして定めたものであること。

掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等の一部改正に伴う留意事項について
コセンティクス皮下注用150mg及び、コセンティクス皮下注150mgシリンジ
(1) 本製剤はセクキヌマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対し

て指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59
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号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表j という。）区分番号「ClO
lJ在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

(2) コセンティクス皮下注150mgシリンジについては針付注入器一体型のキットで
あるので、医科点数表区分番号「ClOlJ在宅自己注射指導管理料を算定する場合、
医科点数表区分番号「Cl51J注入器加算及び「Cl53J注入器用注射針加算は算定
できないものであること。

4 関係通知の一部改正について
留意事項通知の一部を次のように改正する。

別添1第2章第2部第3節C200(1）中「及び脂肪乳剤」を「、脂肪乳剤及び
セクキヌマブ製剤j に改める。

別添3区分01 ( 5）イ中「及び脂肪乳剤j を「、脂肪乳剤及びセクキヌマブ製
剤Jに改める。

別添3別表 1中「及びグラチラマー酢酸塩製剤Jを「、グラチラマー酢酸塩製剤
及びセクキヌマブ製剤Jに改める。

別添3別表2中「グラチラマー酢酸塩製剤j の次に「セクキヌマブ製剤Jを加え
る。
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（参考：新！日対照表）
＠「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成28年 3月4日付け保医発0304第 3号）

別添 1

第 2章特掲診療料
第 2部在宅医療

第 3節 薬剤料

C200 薬剤

改正後

( 1 ) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができるロ

｛厚生労働大臣の定める注射薬］

インスリン製剤、ヒト成長ホノレモン剤、遺伝子組換え活性型血液

凝固第四因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第四因子

製剤、遺伝子組換え型血液凝固第四因子製剤、乾燥人血液凝固第四

因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第E因子製剤、乾燥人血液凝固

第E因子製剤、活性化プロトロンピン複合体、乾燥人血液凝圏因子

抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホノレモン放出ホルモン剤、性腺刺激

ホノレモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチ

ンアナログ、頼粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹

膜濯流用潅流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフエロンア

ルファ製剤、インターフエロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、

モルヒネ塩酸塩製剤、抗悪性腫蕩剤、グノレカゴン製剤、グノレカゴン

様ペプチドー 1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工

腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジン

I z製剤、エタネノレセプト製剤、注射用水、ベグピソマント製剤、

スマトリプタン製剤、フエンタニノレクエン酸塩製剤、複方オキシコ

ドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステノレ

ナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、

デキサメタゾンメタスノレホ安息香駿エステノレナトリウム製剤、プロ

トンポンプ阻害剤、 H2. 遮断剤、カルパゾクロムスノレホン酸ナトリ

ウム製剤、 トラネキサム酸製剤、フルルピプロフェンアキセチノレ製

別添 1

第 2章特掲診療料
第 2部在宅医療

第 3節薬剤料

C200 薬剤

現 行

( 1 ) 次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。

［厚生労働大臣の定める注射薬］

インスリン製剤、ヒト成長ホノレモン剤、遺伝子組換え活性型血液

凝固第四因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第四因子

製剤、遺伝子組換え型血液凝固第四因子製剤、乾燥人血液凝固第四

因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第E因子製剤、乾燥人血液凝固

第E因子製剤、活性化プロトロンピン複合体、乾燥人血液凝固因子

抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホノレモン剤、性腺刺激

ホルモン製剤、ゴナドトロビン放出ホノレモン誘導体、ソマトスタチ

ンアナログ、頼粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹

膜濯流用濯流液、在宅中心静脈栄養法用輸？夜、インターフエロンア

ルファ製剤、インターフエロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、

モルヒネ塩酸塩製剤、抗悪性腫蕩剤、グノレカゴン製剤、グノレカゴン

様ペプチド－ 1受容体アゴ、ニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工

腎臓用透析j夜、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジン

I 2製剤、エタネノレセプト製剤、注射用水、ベグビソマント製剤、

スマトリブタン製剤、フエンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコ

ドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステノレ

ナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステノレナトリウム製剤、

デキサメタゾンメタスノレホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロ

トンポンプ阻害剤、 H2遮断剤、カノレパゾクロムスノレホン酸ナトリ

ウム製剤、 トラネキサム酸製剤、フルノレピプロフェンアキセチル製

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



剤、メトクロプラミド製剤、プロクロノレベラジン製剤、ブチノレスコ

ポラミン臭化物製剤、グリチノレリチン酸モノアンモニウム・グリシ

ン・ Lーシステイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポ

エチン、ダノレベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、

へパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セノレトリズマ

ブベゴル製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アパタセ

プト製剤、 pH4処理酸性人免疫グロプリン（皮下注射｝製剤、電

解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼ アルフ

ァ製剤及びグラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤及びセクキヌマブ製

型

別添 3

区分 01 調剤料

( 1 ）～（ 4) （略）

( 5) 注射薬

ア（略）

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等

のために投与される薬剤（インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、

遺伝子組換え活性型血液凝固第四因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固

第X因子加活性化第四因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第四因

子製剤、乾燥人血液凝固第四因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固

第E因子製剤、乾燥人血液凝圏第E因子製剤、活性化プロトロン

ピン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、自己連続

携行式腹膜濯流用濯流；夜、在宅中心静脈栄養法用輪液、性腺刺激

ホノレモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピ

ン放出ホノレモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、頼粒球コロニ

ー形成刺激因子製剤、インターフエロンアルファ製剤、インター

フエロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫蕩剤、グ

ノレカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド－ 1受容体アゴニスト、ヒ

剤、メトクロプラミド製剤、プロクロノレベラジン製剤、ブチノレスコ

ポラミン臭化物製剤、グリチノレリチン酸モノアンモニウム・グリシ

ン・ Lーシステイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポ

エチン、ダノレベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、

へパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セノレトリズマ

ブベゴノレ製剤、 トシリズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アパタセ

プト製剤、 pH4処理酸性人免疫グロプヲン（皮下注射）製剤、電

解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤及びアスホターゼ アル

ファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤及び脂肪乳剤

別添 3

区分 01 調剤料

( 1 ）～（ 4) （略）

( 5) 注射薬

ア（略）

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等

のために投与される薬剤（インスリン製剤、ヒト成長ホノレモン剤、

遺伝子組換え活性型血液疑固第四因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固

第X因子加活性化第四因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第四因

子製剤、乾燥人血液凝固第四因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固

第E因子製剤、乾燥人血液凝固第E因子製剤、活性化プロトロン

ピン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、自己連続

携行式腹膜濯流用濯流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激

ホノレモン放出ホノレモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロビ

ン放出ホノレモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、頼粒球コロニ

ー形成刺激因子製剤、イシターフエロンアルファ製剤、インター

フエロンベータ製剤、ブプレノルフイン製剤、抗悪性腫蕩剤、グ

ノレカゴン製剤、グノレカゴン様ペプチドー 1受容体アゴニスト、ヒ
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トソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝囲匝止剤、生

理食塩水、プロスタグランジン Iz製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、

エタネノレセプト製剤、注射用水、ベグピソマント製剤、スマトリ

プタン製剤、フエンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製

剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステノレナト

リウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デ

キサメタゾンメタスノレホ安息香酸エステノレナトリウム製剤、プロ

トンポンプ阻害剤、 Hz遮断剤、カノレパゾクロムスノレホン酸ナト

リウム製剤、 トラネキサム酸製剤、フルノレピプロフェンアキセチ

ノレ製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロノレベラジン製剤、ブチ

ノレスコポラミン臭化物製剤‘グリ喝チノレリチン酸モノアンモニウム

・グリシン・ Lーシステイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、

エリスロポエチン、ダノレベポエチン、テリパラチド製剤、アドレ

ナリン製剤、へパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤

及びセルトリズマブベゴル製剤、トシリズマプ製剤、メトレレプ

チン製剤、アパタセプト製剤、 pH4処理酸性人免疫グロプリン

（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、

アスホターゼ アノレファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳

剤及びセクキヌマプ製剤）に限る。

なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「ブエンタニルクエン酸塩製剤」、

「複方オキシコドン製剤」及び←「オキシコドン塩酸塩製剤」は、

薬液が取り出せない構造で、かっ患者等が注入速度を変えること

ができない注入ポンプ等に、必要に応じて生理食塩水等で希釈の

上充填して交付した場合に限る。ただし、患者又はその家族等の

意を受け、かっ、これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受

けた看護師が、患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助す

る場合又は保険薬局の保険薬剤師が、患家に麻薬である注射薬を

持参し、当該注射薬の処方医の指示を受けた看護師に手渡す場合

は、この限りでない。

トソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生

理食塩水、プロスタグランジン Iz製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、

エタネルセプト製剤、注射用水、ペグピソマント製剤、スマトリ

ブタン製剤、フエンタニノレクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製

剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステノレナト

リワム製剤、デキサメタゾンリン酸エステノレナトリウム製剤、デ

キサメタゾンメタスルホ安息香酸エステノレナトリウム製剤、プロ

トンポンプ阻害剤、 Hz遮断剤、カノレパゾクロムスノレホン酸ナト

リウム製剤、 トラネキサム駿製剤、フノレルピプロフェンアキセチ

ル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルベラジン製剤、ブチ

ノレスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム

・グリシン・ Lーシステイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、

エリスロポエチン、ダノレベポエチン、テリパラチド製剤、アドレ

ナリン製剤、へパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤

及びセルトリズマブベゴノレ製剤、トシリズマブ製剤、メトレレプ

チン製剤、アパタセプト製剤、 pH4処理酸性人免疫グロプリン

（皮下注射）製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、

アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤及び脂肪

塾塑）に眼る。

なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フエンタニルクエン酸塩製剤」、

「複方オキシコドシ製剤」及び「オキシコドン塩酸塩製剤」は、

薬液が取り出せない構造で、かつ患者等が注入速度を変えること

ができない注入ポンプ等に、必要に応じて生理食塩水等で希釈の

上充填して交付した場合に限る。ただし、患者又はその家族等の

意を受け、かつ、これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受

けた看護師が、患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助す

る場合又は保険薬局の保険薬剤師が、患家に麻薬である注射薬を

持参し、当該注射薬の処方医の指示を受けた看護師に手渡す場合

は、この限りでない。
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ワ（略）

( 7 ）～（14) （略）

別表 1

0 インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活

性型血液凝固第四因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第X因子

加活性化第四因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第四因子

製剤、乾燥人血液凝圏第咽因子製剤、遺伝子組換え型血液

凝固第E因子製剤、乾燥人血液凝固第E因子製剤（活性化

プロトロンピン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活

性複合体を含む。）、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性

腺刺激ホノレモン製剤、ゴナドトロビン放出ホルモン誘導体、

ソマトスタチンアナログ、頼粒球コロニー形成刺激因子製

剤、インタ」フエロンアルファ製剤、インターフエロンベ

ータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫蕩剤、グノレカ

ゴン製剤、グノレカゴン様ペプチド－ 1受容体アゴニスト、

エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジン C製剤、ベグピソ

マント製剤、スマトリプターン製剤、グリチノレリチン酸モノ

アンモニウム・グリシン・ Lーシステイン塩酸塩配合剤、

アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、

へパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セノレ

トリズマブベゴノレ製剤、 トシリズマブ製剤、メトレレプチ

ン製剤、アパタセプト製剤、 pH4処理酸性人免疫グロプ

リン（皮下注射）製剤、アスホタ｝ゼ アルファ製剤ι之之

チラマー酢酸塩製剤及びセクキヌマブ製剤の自己注射のため

に用いるディスポーザプル注射器（針を含む。）

0 万年筆型注入器用注射針

ウ（略）

(7）～（14) （略）

別表 1

0 インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活

性型血液凝圏第四因子製剤ィ乾燥濃縮人血液凝固第X因子

加活性化第四因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第咽因子

製剤、乾燥人血液凝固第四因子製剤、遺伝子組換え型血液

凝圏第E因予製剤、乾燥人血液凝固第区因子製剤（活性化

プロトロンピン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活

性複合体を含む。）、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性

腺刺激ホノレモン製剤、ゴナドトロビン放出ホノレモン誘導体、

ソマトスタチンアナログ、頼粒球コロニー形成刺激因子製

剤、インターフエロンアルファ製剤、インターフエロンベ

ータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫蕩剤、グノレカ

ゴン製剤、グノレカゴン様ペプチド－ 1受容体アゴニスト、

エタネルセプト製剤、ヒトソマトメジン C製剤、ベグピソ

マント製剤、スマトリプタン製剤、グリチノレリチン酸モノ

アンモニワム・グリシン・ Lーシステイン塩酸塩配合剤、

アダリムマブ製剤、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、

へパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セノレ

トリズマブベゴノレ製剤、 トシリズマブ製剤、メトレレプチ

ン製剤、アパタセプト製剤、 pH4処理酸性人免疫グロブ

りン（皮下注射）製剤、アスホターゼ アルファ製剤亙立

グラチラマー酢酸塩製剤の自己注射のために用いるディス

ポーザブル注射器（針を含む。）

0 万年筆型注入器用注射針
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0 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」

（平成20年 3月厚生労働省告示第61号）の別表の Iに規定

されている特定保険医療材料

別表 2

インスリン製剤

ヒト成長ホルモン剤

遺伝子組換え活性型血液凝固第四因子製剤

遺伝子組換え型血液凝固第四因子製剤

乾燥人血液凝固第四因子製剤

遺伝子組換え型血液凝固第区因子製剤

乾燥人血液凝固第医因子製剤（活性化プロトロンピン複合

体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）

性腺刺激ホノレモン放出ホノレモン剤

性腺刺激ホルモン製剤

ゴナドトロビン放出ホノレモン誘導体

ソマトスタチンアナログ

頼粒球コロニー形成刺激因子製剤

インターフエロンアルファ製剤

インターフエロンベータ製剤

ブプレノルフィン製剤

抗悪性腫蕩剤

グノレカゴン製剤

グノレカゴン様ペプチド－ 1受容体アゴニスト

ヒトソマトメジンC製剤

エタネノレセプト製剤

ベグピソマント製剤

0 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」

（平成20年 3月厚生労働省告示第61号）の別表の Iに規定

されている特定保険医療材料

別表 2

インスリン製剤

ヒト成長ホノレモン剤

遺伝子組換え活性型血液凝固第四因子製剤

遺伝子組換え型血液凝固第四因子製剤

乾燥人血液凝固第四因子製剤

遺伝子組換え型血液凝固第E因子製剤

乾燥人血液凝固第IX因子製剤（活性化プロトロンピン複合

体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）

性腺刺激ホルモン放出ホノレモン剤

性腺刺激ホノレモン製剤

ゴナドトロビン放出ホノレモン誘導体

ソマトスタチンアナログ

頼粒球コロニー形成刺激因子製剤

インターフエロンアルファ製剤

インターフェロンベータ製剤

ププレノルフィン製剤

抗悪性腫蕩剤

グノレカゴン製剤

グノレカゴン様ペプチド－ 1受容体アゴニスト

ヒトソマトメジンC製剤

エタネノレセプト製剤

ベグピソマント製剤
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スマトリブタン製剤

グリチノレリチン酸モノアンモニウム・グリシン・ Lーシス

テイン塩酸塩配合剤

アダリムマブ製剤

テリパラチド製剤

アドレナリン製剤

へパリンカルシウム製剤

アポモルヒネ塩酸塩製剤

セノレトリズマブベゴル製剤

トシリズマブ製剤

メトレレプチン製剤

アパタセプト製剤

pH4処理酸性人免疫グロプリン（皮下注射）製剤

アスホターゼ アルファ製剤

グラチラマー酢酸塩製剤

セクキヌマブ製剤

スマトリプタン製剤

グリチノレリチン酸モノアンモニウム・グリシン・ Lーシス

テイン塩酸塩配合剤

アダリムマブ製剤

テリパラチド製剤

アドレナリン製剤

ヘパリンカノレシウム製剤

アポモルヒネ塩酸塩製剤

セノレトリズマブベゴノレ製剤

トシリズマブ製剤

メトレレプチン製剤

アパタセプト製剤

pH4処理酸性人免疫グロプリン（皮下注射）製剤

アスホターゼ アルファ製剤

グラチラマー酢酸塩製剤
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